
京都市住宅審議会条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２５年１１月１５日 

京都市長 門 川 大 作  

京都市規則第  号 

   京都市住宅審議会条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市住宅審議会条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   京都市住宅審議会規則 

 第４条を第５条とし，第３条を第４条とする。 

第２条第１項に次のただし書を加える。 

ただし，会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審議会は，市長が招集す

る。 

第２条を第３条とする。 

第１条第１項中「京都市住宅審議会（以下「」及び「」という。）」を削り，同条第５項

中「が指名する」を「の指名する」に改め，同条を第２条とし，同条の前に次の１条を加

える。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第８条の規定に基

づき，京都市住宅審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の京都市住宅審議会規則第２条第２項の規定にかかわらず，京

都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例による廃止前の京都市住宅審議会条例

に基づく京都市住宅審議会の会長又は副会長であった者は，それぞれこの規則の施行の

日に京都市住宅審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。 

（都市計画局住宅室住宅政策課） 
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